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ながることが多い。
これまでの検査において、不備の根本原因と
して挙げられる問題点は、トップの意識や経営
方針、風土・文化といった業務管理態勢に係る
ものであることが多いため、各監査事務所にお
いては、業務管理態勢の実効性には特に留意す
る必要がある。なお、品質管理担当責任者の意
識など品質管理態勢に係るものが根本原因とな
ることもある（図表１参照）。
根本原因の究明の事例には次のようなものが

ある。
＜大手監査法人における事例＞
当監査法人においては、検証対象とした個別

監査業務の一部に、重要な不備を含む複数の不
備が認められた。
これらの不備の直接的な原因には、業務執行

社員及び監査補助者が、重要な虚偽表示リスク
が相対的に低いものと判断した監査領域につい
て、企業環境の変化を踏まえたリスク評価の見
直しを行う意識が不足していたことに加え、評
価したリスクに適切に対応した監査手続が実施
されているかを検討する意識が不足していたこ
とにあった。また、品質管理本部は、監査事業
部に対し、被監査会社の企業環境の理解を通じ
たリスク評価が適切に行われ、当該リスクに対
応するリスク対応手続が確実に実施されている
かを確認するよう十分に指示しなかったという
品質管理態勢の不備の共通原因が認められた。
このような状況を踏まえ、更に根本原因を追

究した結果、最高経営責任者を含む経営執行部
は、監査の品質改善施策を構築したことにより、
監査チームが被監査会社の企業環境の理解を通
じた適切なリスク評価を行った上で、当該リス
クに対応するリスク対応手続を適切に実施する
ものと考えており、その実施状況について品質
管理本部等を通じて監査事業部に確認させる必
要性を十分に認識していなかったという根本原

因が認められた。
＜準大手監査法人における事例＞
当監査法人においては、検証対象とした個別
監査業務において、重要な不備を含む広範かつ
多数の不備が認められた。
これらの不備の直接的な原因は、業務執行社
員及び監査補助者が、監査の基準及び現行の監
査の基準が求める手続の水準を十分に理解して
いないことに加え、会計上の見積りの監査に際
し経営者が使用した重要な仮定を十分に理解し
ておらず、重要な仮定に係る経営者の主張を批
判的に検討していないなど、職業的懐疑心を十
分に発揮していないというものであった。また、
品質管理本部は、研修等を通じて品質管理の方
針及び手続並びに品質管理上の施策について周
知さえすれば、監査チームが適切に対応するも
のと思い込んでおり、当該方針等の浸透状況や
実効性を把握・検証し、その結果を踏まえて当
該方針等の見直しの要否を検討する意識が不足
していることに加え、各社員は、監査調書の査
閲、監査業務に係る審査、定期的な検証等の実
施に際し、自らが所属する監査チームや他の監
査チームが実施した監査手続を批判的に検討す
る姿勢に欠けており、法人全体の監査の品質の
維持・向上に向けて、社員の職責を適切に果た
していないといった品質管理態勢の不備の共通
原因が認められた。
このような状況を踏まえ、更に根本原因を追
究した結果、最高経営責任者をはじめとする経
営執行部は、法人の品質管理を含む業務運営に
おいて、職業倫理や内部規程等を遵守する意識
を十分に保持していないなど、監査の品質を重
視する風土の醸成や、実効的かつ組織的な業務
管理態勢の構築に向けた意識が不足しているこ
とに加え、監査実施者の恒常的な不足やスキル
の底上げの必要性を認識しながら、社員及び職
員の常勤化の早期実現に注力するあまり、法人
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全体の適切な監査の品質の確保に向けた取組を
自ら実践する意識が不足しているといった根本
原因が認められた。
さらに、最高経営責任者を含む各社員は、自
らを含む監査実施者において、監査の基準及び
現行の監査の基準が求める手続の水準の理解が
不足している状況や、会計上の見積りの監査に
おける経営者の主張等を批判的に検討する姿勢
が不足している状況を的確に把握していないと
いった根本原因も認められた。
＜中小規模監査事務所における事例＞
当監査法人においては、検証対象とした個別

監査業務において、重要な不備を含む広範かつ
多数の不備が認められた。
個別監査業務の不備には、業務執行社員及び

監査補助者において、会計基準、監査の基準及
び監査の基準が求める手続の水準についての理
解が不足していることや、会計上の見積りの監
査に際し経営者が使用した仮定を批判的に検討
しておらず、職業的懐疑心が不足していること
などの共通原因があった。また、個別監査業務
の不備の共通原因は、最高経営責任者を含む社
員において、監査補助者や監査チームが実施し
た監査手続の深度ある検討等を通じて、適切な
監査の品質の確保を図るという意識が共有され
ていないなど、適切な監査の品質の確保に向け
た組織風土が醸成されておらず、くわえて、最
高経営責任者及び品質管理担当責任者は、品質
管理レビュー等における指摘事項に対する改善
施策の浸透状況や実効性を検証する必要性を十
分に認識しておらず、当該検証に係る施策を立
案・実施していないといった品質管理態勢に係
る不備の共通原因によるものであった。
このような状況を踏まえ、更に根本原因を追

究した結果、最高経営責任者は、自ら率先して
監査の品質の改善に取り組む意識が不足してお
り、適切な監査の品質を確保するための実効的

かつ組織的な業務管理態勢及び品質管理態勢の
構築に向けてリーダーシップを発揮していない。
さらに、最高経営責任者及び品質管理担当責任
者は、法人の監査業務について、豊富な実務経
験を有する社員や大手監査法人での勤務経験を
有する専門職員が実施している以上、適正な水
準の監査の品質が確保されているものと思い込
んでおり、法人全体の監査の品質の水準を的確
に把握できていないといった根本原因が認めら
れた。

Ⅱ．品質管理態勢編
審査会検査では、品質管理態勢の維持・向上
のため、監査事務所が整備した業務の執行の適
正を確保するための措置が、監査事務所の規模
や特性に応じたものになっているかについて検
証している。
監査事務所の品質管理システムは、大手監査
法人から中小規模監査事務所まで、様々な形が
みられるため、検出された不備も各監査事務所
の規模や特性を反映したものが多く認められて
いる。
監査事務所の規模にかかわらず、品質管理シ

ステムを整備し運用する目的は、監査業務の品
質を組織として合理的に確保するためである。
求められる品質管理態勢は「監査に関する品質
管理基準」及び「品質管理基準報告書」等で規
定されており、品質管理システムの整備と運用
を通じて個別監査業務の品質に大きな影響を与
える。品質管理システムの整備が形式的なもの
にとどまっている場合、当該システムが期待通
りに運用されないため、個別監査業務の品質の
改善に有効に機能しない。品質管理態勢が、各
監査事務所の規模や特性に応じて、総合的かつ
実効的に機能することで、個別監査業務の品質
が合理的に確保されることになる（図表２参照）。
品質管理態勢の不備及び評価できる取組事例
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に事後的に修正することを禁止していないほ
か、電子監査調書システム上での監査調書の
編集履歴の保存も指示していない。このため、
個別監査業務において、監査報告書日よりも
後の日付で監査調書の作成及び査閲が実施さ
れているにもかかわらず、電子監査調書シス
テムに記録される監査調書の作成日及び査閲
日を監査報告書日よりも前の日付に修正して
いるという不備が生じており、監査調書の実
際の作成日及び査閲日の事後的な修正を防止
するための措置を講じていない。

＜評価できる取組事例＞
▶ 当監査法人は、新規上場を目指す企業が適
切な監査を受けることができる環境を整備す
るために専門部署を本部組織内に設置してい
る。当該専門部署は、新規上場を目指す企業
からの相談窓口、監査チームをサポートする
ことによる監査の品質の確保、上場準備会社
の監査を担う人材育成のための研修の立案・
実施の機能を担っている。
▶ 当監査法人は、監査業務の品質管理上の課
題を早期に発見して、組織的な対応を図るた
めに、公表された財務諸表の分析結果や適時
開示情報などを基にモニタリング対象となる
監査業務を選定し、審査担当者とは別のモニ
タリング担当者が会社法の監査報告書日まで
に監査調書の記載内容について点検してい
る。

全ての監査事務所において、品質管理システ
ムの本来の目的である監査業務の品質の合理的
な確保という観点を十分に認識した上で、品質
管理システムが個別監査業務に対して有効に機
能するよう、当該システムを効果的かつ効率的
に整備・運用することが求められる。各監査事
務所の最高経営責任者や品質管理担当責任者は、
自らの監査事務所の規模や特性に応じ適切な品

質管理システムの態勢を構築し、また、必要に
応じて見直すなど、適切に維持していく必要が
ある。

Ⅲ．個別監査業務編
審査会検査における個別監査業務の不備事例
は、監査計画の策定から監査意見の形成に至る
まで、広範な領域にわたってみられる。ここで
は、不正リスクへの対応、グループ監査、監査
上の主要な検討事項（KAM）についての事例を
取り上げる。
なお、本事例集では、これまで数多く指摘さ
れている項目の事例をより強調して注意を促す
観点から、個別監査業務において検出される不
備に関し、数多く指摘されている項目に係る根
拠規定及び留意点を整理している（図表３参
照）。
１．財務諸表監査における不正

財務諸表監査における不正リスクに係る不備
としては、次の事例のように、収益認識におけ
る不正リスクによる重要な虚偽表示リスクを示
す可能性があるかどうかを十分に検討できてい
ない事例や、不正リスクシナリオを想定してい
るが被監査会社が作成した内部管理資料との突
合のみを実施している事例などがみられてい
る。
▶ 被監査会社の子会社であるＡ社は、その子
会社であるＢ社に対しコンテンツ等に係る使
用権（ライセンス）を付与し、対価としてライ
センス料を受領している。
監査チームは、分析的手続を実施し、Ａ社
が有する売上債権全体に係る回転期間が20
か月と長期化している状況であることを認識
している。
しかしながら、監査チームは、Ａ社のＢ社
に対する売上高について、関連する取引の概
要を把握するのみで、回転期間が長期化して
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いる状況が、不正による重要な虚偽表示リス
クを示しているかについて十分に検討してい
ない。【大手監査法人】
▶ 被監査会社は、建設業を営んでおり、工期
が非常に短い工事契約について、履行義務を
充足した一時点で収益を認識している。
監査チームは、売上が決算月に前倒し計上
されるリスクを不正による重要な虚偽表示リ
スクとして識別し、決算月に売上計上された
工事契約から抽出したサンプルに対する証憑
突合を実施している。
しかしながら、監査チームは、内部証憑で
ある被監査会社発行の請求書控えとの照合を
行うのみで、不正リスクを識別していない場
合に比べ、より証明力が強く、又はより多く
の監査証拠を入手するための手続を実施して
いない。【準大手監査法人及び中小規模監査

事務所】

監査人は、監査実施の過程において、不正に
よる重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別し
た場合には、不正による重要な虚偽表示リスク
に関する評価が依然として適切であるかどうか
を判断する必要がある。
また、不正による重要な虚偽表示を示唆する

状況を識別した場合には、不正による重要な虚
偽表示の疑義が存在していないかを判断するた
めに、経営者に質問し説明を求めるとともに、
追加的な監査手続を実施することが求められる。
さらに、経営者の説明に合理性がないと判断さ
れた場合など、不正による重要な虚偽表示の疑
義がある場合には、リスク評価及び立案したリ
スク対応手続を修正し、想定される不正の態様
等に直接対応した監査手続を実施しなければな
らないことに留意が必要である。
２．グループ監査

グループ監査に係る不備としては、構成単位

の監査人とのコミュニケーションが不十分な事
例、監査チームが構成単位の監査人から監査手
続の実施結果の情報を入手するにとどまり特別
な検討を必要とするリスクについて入手した監
査証拠の十分性及び適切性を評価してない事例
などがみられている。
▶ 監査チームは、被監査会社の連結子会社で
あり、重要な構成単位であるＡ社について、
当該構成単位の監査人から、新しい契約形態
の収益認識に関して、一定期間にわたり認識
すべき収益を一時点で認識したことによる、
売上高の過大計上に係る虚偽表示（以下「本
件虚偽表示」という。）を識別したとの報告を
受け、本件虚偽表示について、当該構成単位
の監査人とのコミュニケーションや関連する
監査調書の閲覧等の追加的な手続を実施し、
本件虚偽表示の内容の把握や虚偽表示額の確
定を行っている。また、監査チームは、被監
査会社が連結財務諸表において本件虚偽表示
を修正していることを受けて、本件虚偽表示
は単純なエラーであり、監査上の問題はない
と結論付けている。
なお、監査チームは、本件虚偽表示が不正
の兆候であるかどうか、及び内部統制上の不
備に該当するかどうかについて、当該構成単
位の監査人からの報告を受けていない。
しかしながら、監査チームは、本件虚偽表
示が、被監査会社グループの内部統制の不備
に該当するかどうかの検討、及び不正の兆候
に該当するかどうかの評価について、当該構
成単位の監査人に報告するよう依頼しておら
ず、当該構成単位の監査人とのコミュニケー
ションを十分に実施していない。【準大手監

査法人及び中小規模監査事務所】
▶ 監査チームは、被監査会社の連結子会社で
あるＡ社について、被監査会社グループの重
要な構成単位であると識別し、当該構成単位
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の監査人に対し、Ａ社の財務情報に関する監
査指示書を送付している。
監査チームは、当該構成単位の監査人から、
関連当事者に対する残高確認手続の実施結果
として、（ア）一部の残高確認に対する回答が
未入手であること、（イ）一部の確認差異の調
査が未了であることが記載された書面を受領
している。
しかしながら、監査チームは、当該構成単
位の監査人との間で、上記（ア）及び（イ）の残
高確認手続の実施結果に関する協議を実施し
ていない。また、残高確認が未回答となって
いる先について、代替的な監査手続の実施の
要否を検討していないほか、確認差異の調査
が未了となっている先について、当該差異が
虚偽表示の兆候を示しているか否かを判断す
るための追加手続の要否を検討していない。

【準大手監査法人及び中小規模監査事務所】

監査チームは、適切な監査報告書を発行する
責任は監査チームにあることを常に念頭に置い
て、利用する構成単位の監査人の作業の評価を
行うことが求められる。構成単位の財務情報に
対して実施する監査手続等の種類、時期及び範
囲並びに発見事項について、構成単位の監査人
と十分なコミュニケーションを行うことなどが
求められる。
特に、海外に重要な構成単位が存在する場合
には、監査チームは、海外の重要な拠点の状況
を把握し構成単位の監査人と十分なコミュニ
ケーションを行った上で、存在するリスクを適
切に識別することが求められる。
３．監査上の主要な検討事項（KAM）

KAMに関する不備としては、KAMに記載し
た監査上の対応のうち、一部の手続を実施して
いない事例などがみられている。

▶ 監査チームは、被監査会社の連結財務諸表
に係る監査報告書に、のれんの評価をKAM
としたことのほか、監査上の対応として、過
年度における事業計画とその後の実績との比
較、直近における主要顧客からの売上実績に
関する資料の閲覧、受注及び案件獲得見込み
に関する資料の閲覧等の監査手続を実施した
旨を記載している。
しかしながら、監査チームは、KAMに係
る監査上の対応として、実際には、上記の手
続を実施していないにもかかわらず、当該監
査報告書に実施した旨を記載している。【準

大手監査法人及び中小規模監査事務所】

KAMの目的は、実施された監査に関する透
明性を高めることにより、監査報告書の情報手
段としての価値を向上させることにある。また、
財務諸表の利用者に対しては、KAMにより監
査人が職業的専門家として特に重要であると判
断した事項を理解するのに役立つ追加的な情報
が提供され、監査の透明性を高めることができ
る。そのため、監査人には、KAMの目的を十
分に理解した上で、KAMのボイラープレート
化・形骸化に繋がらないよう適切な対応が求め
られる。
監査チームは、KAMを決定する際には、被
監査会社の経営者及び監査役等との積極的なコ
ミュニケーションを行うことが求められる。ま
た、監査報告書に記載される「KAMの内容及
び決定理由」には、KAMの対象となっている
領域や金額を特定することにより、企業の特定
の状況に直接関連付けた記載とすることに留意
が必要である。さらに、監査報告書に記載され
る「監査上の対応」には、KAMの決定理由に
記載した要因に適合する手続又は監査アプロー
チの内容をできる限り具体的に記載することが
求められている。
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証拠を考慮し評価しているか。
経営者が利用した専門家の業務について監査証拠としての適切性
を評価しているか。
監査人の専門家の利用の要否も含め、専門的な技能又は知識が監
査チームに必要かどうかを検討しているか。

５．グループ監査 監査基準報告書
600第29・30・
39・40・41・
42項

構成単位の監査人が実施する作業に適切に関与しているか。
構成単位の監査人に、グループ財務諸表に係る特別な検討を必要
とするリスクや関連当事者を網羅的に伝達しているか。
構成単位の監査人が実施したリスク対応手続を十分に評価してい
るか。
構成単位の監査人からの報告内容に対して、監査チームとして必
要な追加対応を実施しているか。

６．専門家の業務
の利用

監査基準報告書
620第６項

専門知識が必要な場合に、専門家の業務を利用する必要性の検討
を行っているか。

７．財務報告に係
る内部統制の監
査

監査基準報告書
265第６・７項、
同6 1 0第 1 3・
14・19項
財務報告内部統
制監査基準報告
書第１号第97・
101・112・187
項

財務諸表監査におけるリスク評価と、経営者による内部統制の評
価範囲の整合性を検討しているか。
財務諸表監査の過程で虚偽表示や内部統制の不備を発見した場合、
内部統制監査へ及ぼす影響を検討しているか。
内部監査人の作業を利用する場合、内部監査人の客観性と能力を
評価し、利用する作業の適切性を評価しているか。また、関連す
る重要な虚偽表示リスクの程度に応じて内部監査人の利用範囲を
適切に決定しているか。

８．監査上の主要な
検討事項（KAM）

監査基準報告書
701第12項

KAMに対する監査上の対応として記載した監査手続を実施して
いるか。


